
寄附を通じて鹿児島県が行う地方創生の取組を応援いただいた場合に，
企業のみなさまが，税制上の優遇措置が受けられる仕組みです。

社会貢献

SDGsの達成など

（例）1,000万円寄附すると，最大約900万円の法人関係税が軽減。

【留意事項】
・ １回当たり１０万円以上の寄附が対象となります。
・ 本社が所在する地方公共団体への寄附については，対象となりません。

拡充（９割軽減）

令和２年４月から，税の軽減効果が最大９割に見直されました。

企業の力を鹿児島の力に！
R6.4月

・鹿児島県東京事務所ふるさと交流課
（〒102-0093 東京都千代田区平河町2-6-3 都道府県会館12階 電話03-5212-9060   FAX03-5212-9061）

・鹿児島県大阪事務所ふるさと交流課
（〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-3-1-900 大阪駅前第1ビル9階11号 電話06-6341-5618   FAX06-6341-7210）

・鹿児島県財産活用対策室
（〒890-8577 鹿児島市鴨池新町10-1                                                      電話099-286-2169 FAX099-286-5572）

お問合せ窓口

企業版ふるさと納税とは

税制の仕組み

約３割
国税＋地方税

約３割
法人住民税＋

法人税／
法人事業税

約３割
法人住民税＋

法人税／
法人事業税

※損金算入に
よる軽減効果

寄附額

《税目ごとの特例措置》

① 法人住民税 寄附額の４割（法人住民税法人税割額の20％が上限）
② 法 人 税 法人住民税で４割に達しない場合，その残額。ただし，寄附額の１割を限度。（法人税額の５％が上限）
③ 法人事業税 寄附額の２割（法人事業税額の20％が上限）

企業へのメリット

企業ＰＲ効果
県のホームページや

イベントで企業をご紹介

税負担軽減

法人関係税が最大９割軽減

令和元年度まで（６割軽減）

約１割

企業
負担



子ども・子育て支援プロジェクト

かごしまの未来を担う人材育成プロジェクト

脱炭素社会創造プロジェクト

奄美・屋久島世界自然遺産プロジェクト

「明治日本の産業革命遺産」関連プロジェクト

国内外観光誘客プロジェクト

スポーツかごしま活性化プロジェクト

鹿児島県の企業版ふるさと納税活用プロジェクト

県内企業の人材確保や若年労働者の離職防止，新規高卒者の県内就職を
図るため，県内企業の採用力や定着力を向上させるセミナーや高校生・保
護者等に対する合同企業説明会の開催などに取り組みます。

奄美・屋久島の２つの世界自然遺産の適切な保全・管理を図るために，自
然環境の保全と利用の両立など必要な取組や世界自然遺産としての価値の維
持を図るための取組を推進します。

スポーツを通じた交流人口の拡大や地域活性化を図るため，県内で実施さ

れるスポーツイベントの開催を支援するほか，トップレベルで活動するスポーツ
クラブ等の連携した取組への支援などを実施します。

国際クルーズ船等の誘致，インバウンド回復に向けたセールスやプロモーショ
ン等のほか，誘客効果の高い映画，テレビドラマ等を誘致するためフィルムコ
ミッション活動を支援するなど，国内外の観光誘客に取り組みます。

世界文化遺産「明治日本の産業革命遺産」の構成資産の管理保全や，
次世代への継承に向けた普及啓発，情報発信に取り組みます。

事業活動や社会活動により発生する温室効果ガスのうち，自ら削減でき
ない排出量について，森林整備によるＣＯ２吸収量により埋め合わせを行
う取組を推進します。

地域づくり支援プロジェクト

出産，子育てへの支援の充実を図るために，地域の課題に応じた事業展
開や母子保健サービスの質の確保ができる母子保健体制づくりの取組や多
子世帯に対する国の保護者負担軽減制度を拡充する取組などを実施します。

離島・地域活性化プロジェクト
活力ある地域社会の形成を図るために，離島の自然や文化等を生かした

島内外との交流・連携を促進する取組のほか，住民向け買物支援サービス
などの情報発信や市町村が実施する買物弱者対策への支援などを行います。

かごしまの農業競争力強化プロジェクト
安心・安全で良質な県産農畜産物のブランド力を高めるため，安定的

に生産・出荷できる産地づくりと，県産農畜産物のイメージアップや各
品目の特性等に応じた販売促進などに取り組みます。

中小企業経営革新・新規展開支援プロジェクト
県内企業の商品開発や販路拡大，新産業創出や市場開拓などを促進するため，

セミナーの開催や専門家による伴走支援のほか，研究開発や販路開拓に要する費
用等の補助，展示会等におけるプロモーションの支援などを実施します。

「共生・協働の地域社会づくり」に向けて，多様な主体の協働により，
地域課題の解決を図る共生・協働の取組や地域に必要なサービスを提供す
るための地域コミュニティの再生・創出の取組を推進します。


